






１０／１～翌９／３０までの1年間に
5日取得時季を指定しなければならない。
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【お問い合わせ先】千葉労働局労働基準部監督課  電話：０４３－２２１－２３０４ 

 

2024 年４月から労働条件明示のルールが変わります︕ 



   

 
 

  

 

いよいよ 2024 年４月から、建設業で働く方、トラック・バス・タクシードライバーについても、時間外

労働の上限規制が適用されます。 

建設業、運輸業は、インフラを守り、物流・生活交通を支えるために、国民生活になくてはならない存在

ですが、他の業種に比べ残業が多い実態にあります。働く方の健康を守り、「働き方改革」を進めるため、建

設業・運輸業以外の事業者の皆さまにおかれましても、以下について、ご協力・ご配慮をお願いします。 

▼ 具体的にはこちら ▼          

   

 

 

 
 

 

 

◎ 詳しくは特設サイト「はたらきかたススメ」へ！ 

（働き方改革 PR 動画を順次公開中！適用猶予業種（医師含む）の事業主向け情報も掲載しています） 

 
 

【お問い合わせ先】千葉労働局労働基準部監督課  電話：０４３－２２１－２３０４ 

建設業、トラック・バス・タクシードライバーの「働き方改革」を進めるため、 

すべての事業者の皆さまに、お願いです 
～ 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」ぜひご覧ください︕ ～ 


